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人
事
委
員
会

○
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
三

○
福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
四

○
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
四

○
職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
五

○
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
八

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
三
三

○
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
三
四

○
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
三
七

○
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
三
七

○
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
三
八

○
福
岡
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
四
五

○
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
四
五

　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
二
」
を
「
第
二
十
八
条
の
六
」
に
改
め
、
「
再
任
用
（
法
第
二

十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
場
合
を
除
き
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
及
び
再
任
用
を
さ
れ
て
い
る
職
員
と
し
て
の
異
動
」
を
削
る
。

　

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条　

任
命
権
者
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
人

事
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

前
年
度
に
定
年
に
達
し
た
職
員
に
係
る
勤
務
延
長
の
事
由
及
び
期
限
の
状
況

　

二　

前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
係
る
当
該
異
動
期
間
の
延

目

次
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長
の
状
況

　

三　

前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
定
年
前
再
任
用
の
状
況

第
五
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
の
対
象
と
な
る
管
理
監
督
職
）

第
六
条　

条
例
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職

と
す
る
。

　

一　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
別
表
に
規

定
す
る
職
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
職

イ　

理
事
の
職

ロ　

副
理
事
の
職

ハ　

参
事
の
職

ニ　

教
授
の
職

　

二　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育

委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
職
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
職

イ　

理
事
の
職

ロ　

副
理
事
の
職

ハ　

参
事
の
職

　

三　

福
岡
県
立
学
校
事
務
職
員
等
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
教
育
委

員
会
規
則
第
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
職
の
う
ち
参
事
の
職

　

四　

福
岡
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
福
岡
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
第

三
条
に
規
定
す
る
参
事
官
の
職

　

五　

福
岡
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
二
十
八
年
三
月
福
岡
県
警
察
本
部
訓
令
第
八
号
）

別
表
第
二
又
は
別
表
第
六
に
規
定
す
る
職
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
職

イ　

次
席
の
職

ロ　

室
長
の
職

ハ　

首
席
師
範
の
職

ニ　

副
所
長
の
職

ホ　

首
席
監
察
官
付
の
職

ヘ　

統
括
参
事
官
付
の
職
（
警
視
相
当
職
に
限
る
。
）

ト　

管
理
官
の
職

（
特
定
管
理
監
督
職
群
を
構
成
す
る
管
理
監
督
職
）

第
七
条　

条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
は
、
県
立
学
校
及
び
市
町

村
立
学
校
の
校
長
の
職
と
す
る
。

（
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
の
特
例
）

第
八
条　

条
例
第
九
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
人
事
委
員
会
の
承
認
を
求
め
る
場
合
に
は
、
別
に
定
め

る
様
式
に
よ
り
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
の
選
考
に
用
い
る
情
報
）

第
九
条　

条
例
第
十
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
定
年
前
再
任
用
（
同
条
の
規
定
に

よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲

げ
る
情
報
と
す
る
。

　

一　

人
事
評
価
の
結
果
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前
の
勤
務
実
績

　

二　

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他
定
年

前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
人
事
委
員
会
の
承
認
を
求
め
る
場
合
に
は
、
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
り
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改

正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
（
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」

と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
勤
務
延
長
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

改
正
後
の
規
則
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
並
び
に
第
十
条
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の
規
定
は
、
改
正
条
例
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２　

改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、

当
該
職
が
基
準
日
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日

に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
（
改
正
条

例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
一
号

。
以
下
「
新
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ

る
場
合
に
は
、
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
定

年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
）
を
超
え
る
職
と
す
る
。

一　

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職

二　

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職

３　

改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が

基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る

新
定
年
条
例
定
年
（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
旧
定
年
条
例
第
三
条
に

規
定
す
る
定
年
）
に
達
し
て
い
る
職
員
と
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
の
選
考
に
用
い
る
情
報
）

第
四
条　

改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
改
正
条
例
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲

げ
る
情
報
と
す
る
。

　

一　

人
事
評
価
の
結
果
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前
の
勤
務
実
績

　

二　

暫
定
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他
暫
定
再

任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項

　

（
改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
並
び
に
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
者
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）

第
五
条　

改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
は
、
次
に
掲
げ
る

職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月
一
日
、
令
和
十
一
年
四
月

一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ

て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
定
年
相
当
年
齢
（
新
定
年
条
例
第
十
三
条

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
の
職
」
と
い
う
。
）
を
占

め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め

て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
新
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
職
と
す

る
。

一　

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

二　

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

２　

改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の

前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
定
年
相
当

年
齢
に
達
し
て
い
る
者
と
す
る
。

３　

改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
第

一
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に

お
け
る
当
該
職
に
係
る
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
同
条
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
福
岡
県
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例

第
四
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
承
認
の
申
請
手
続
）

第
二
条　

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
申
請
は
、
書
面
に
よ
り
、
任
命
権
者
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２　

任
命
権
者
は
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
当
該
申
請
を
し
た
職
員
に
対
し
て
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
の
取
消
し
又
は
休
業
時
間
の
短
縮
の
同
意
）
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第
三
条　

任
命
権
者
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
又
は
休
業
時
間
の
短
縮
を
す
る
場
合
は

、
書
面
に
よ
り
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
業
時
間
の
延
長
の
申
請
手
続
）

第
四
条　

第
二
条
の
規
定
は
、
休
業
時
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
分
限
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
第
四
条
第
二
号
（
同
号
イ
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
「
第
四
条
第
一
号
」
に

改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
第
四
条
第
二
号
（
同
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
「
第
四
条
第
三
号
」
に

改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
法
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
降
任
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降

任
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
降
任
を
除
く
。
）

」
を
、
「
降
給
」
の
下
に
「
（
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
伴
う
降
給
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
第
三
号
イ
⑵
」
を
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑵
」
に
改

め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
同

法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
「
で
同

法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
削
り
、
「
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
及
び
第
十
条
第
七
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
各
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
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十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
を
い
う
。
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
二
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改

め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条

例
第
四
十
号
。
次
項
に
お
い
て
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間

、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
（
第
二
十
一
号
及

び
第
二
十
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３　

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
三
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
八
条
、
第
十
条
第
七
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
二
の
二
第
一
項
（
第

一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に
第

十
六
条
第
一
項
（
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
法
第
二
十
八
条
の
四
又
は
第
二
十
八
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
く
」
を
「
福
岡
県

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
」

に
改
め
る
。

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条

例
第
四
十
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
採
用
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条

例
第
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
採
用
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
か
ら

の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



令和５年２月14日　火曜日 6第373号 増刊①
　

第
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
及
び
「
（
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及

び
当
該
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
再
任
用
」
を
「
定
年
前
再
任
用

」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
県
職
員
給
与
条
例
」
を
「
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
県
職
員

給
与
条
例
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
県
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
条

及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当
該
職
に

係
る
管
理
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

一
種　

一
万
一
千
円

ロ　

二
種　

一
万
円

ハ　

三
種　

九
千
円

ニ　

四
種　

七
千
円

ホ　

五
種　

五
千
円

へ　

六
種　

三
千
円

　

第
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
管
理
職
手
当
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
県
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
条
及
び

学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当
該
職
に
係
る

管
理
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

一
種　

六
千
円

ロ　

二
種　

五
千
五
百
円

ハ　

三
種　

五
千
円

ニ　

四
種　

四
千
円

ホ　

五
種　

三
千
円 

ヘ　

六
種　

二
千
円

　

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
県
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
、
警
察
職
員
給
与
条
例

第
十
条
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職
員　

次
に
掲
げ
る
当

該
職
に
係
る
管
理
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

一
種　

五
千
五
百
円

ロ　

二
種　

五
千
円

ハ　

三
種　

四
千
五
百
円

ニ　

四
種　

三
千
五
百
円

ホ　

五
種　

二
千
五
百
円

へ　

六
種　

千
五
百
円　

　

第
十
五
条
の
二
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
七
条
第
二
号
中
「
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二

十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十

八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い

う
。
）
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か

つ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

　

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
第
二
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な

か
つ
た
期
間

　

第
二
十
八
条
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
県
職
員
給
与
条
例
第
七
条
の
二
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
七
条
の
二
及
び

学
校
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
二
」
を
「
県
職
員
給
与
条
例
第
七
条
第
十
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
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七
条
第
九
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
八
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　

（
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手

当
の
額
）

６　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
四
項
及
び
学
校
職
員
給

与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
定

め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。

　

（
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
の
異
動
に
係
る
職
員
へ
の
通
知

）
７　

任
命
権
者
は
、
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
四
項
又

は
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
職
員
の
給
料
月
額
が
異
動
す
る
こ

と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
そ
の
旨
を
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
一
号
紙
の
（
裏
）
記
入
上
の
注
意
の
５
中
「、
再
任
用

」
を
「、

定
年
前
再
任
用

（暫

定
再
任
用
を
含
む

。

）
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
定
義
）

２　

こ
の
附
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

令
和
四
年
改
正
条
例　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条

例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
号
）
を
い
う
。

　

二　

令
和
五
年
旧
職
員
定
年
条
例　

令
和
四
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
職
員
の
定
年
等

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
を
い
う
。

　

三　

給
与
規
則　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
を
い
う
。

　

四　

暫
定
再
任
用
職
員　

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

　

五　

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員　

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

　

六　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

　

（
暫
定
再
任
用
職
員
等
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３　

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
給
与
規
則
第
十
二
条
の
二
十
八
に
規
定
す

る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ

て
、
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
の
発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す

る
こ
と
が
給
与
規
則
第
十
二
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
も
の
と
な
っ
た
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
福

岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
十
三
条
の
五
第

三
項
、
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）
第
十

　

二
条
の
五
第
三
項
及
び
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条

例
第
五
十
一
号
）
第
十
三
条
の
五
第
三
項
の
そ
の
他
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職

員
と
す
る
。

　

一　

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
令
和
五

年
旧
職
員
定
年
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
令
和
五
年
旧
職
員
定
年
条
例
第
四
条

又
は
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第

五
項
若
し
く
は
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た

日
及
び
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
旧
地
方
公
務
員
法
再
任
用

又
は
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に

係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

　

二　

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
二
項
又
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
福
岡
県

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
同
条
例
第
四
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
同
条
例
第
十
三
条
又
は
令
和
四
年
改
正

条
例
附
則
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
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た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

４　

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
二
項
又
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し

た
後
退
職
し
た
日
の
翌
日
に
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
し
た
日
（
福
岡

県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第
四

　

十
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
又
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退
職
し
た

日
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

５　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第
二

項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
採
用
を
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

６　

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
給
与
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

７　

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
給
与
規
則
第
十
七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

。
８　

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
給
与
規
則
第
十
九
条
の
三
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
）

９　

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

給
料
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
職
員

の
給
料
月
額
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制

定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事

委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
三
条
第
五
項
中
「
昇
格
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
」
を
「
昇
格
さ
せ
る
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
号
給
が
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を

著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
」
に
、
「
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
と
す
る
」
を
「
人
事
委

員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
降
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
と
同
じ
額
の
号
給
（
同
じ
額
の

号
給
が
な
い
と
き
は
、
直
近
下
位
の
額
の
号
給
）
」
を
「
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別
に
応
じ

、
か
つ
、
降
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
に
対
応
す
る
降
格
時
号
給
対
応
表
の
降
格
後
の
号

給
欄
に
定
め
る
号
給
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及

び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
号
給
は
、
当
該
職
員
が
降
格
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
給
料
月

額
に
達
し
な
い
額
の
号
給
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
四
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

降
格
時
号
給
対
応
表
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

行
政
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表
（
別
表
第
三
十
九
）

二　

医
師
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表
（
別
表
第
四
十
）

三　

看
護
師
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表
（
別
表
第
四
十
一
）

四　

研
究
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表
（
別
表
第
四
十
二
）

五　

特
定
獣
医
師
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表
（
別
表
第
四
十
三
）

六　

教
育
職
給
料
表
（
二
）
降
格
時
号
給
対
応
表
（
別
表
第
四
十
四
）

七　

教
育
職
給
料
表
（
三
）
降
格
時
号
給
対
応
表
（
別
表
第
四
十
五
）

八　

公
安
職
給
料
表
降
格
時
号
給
対
応
表
（
別
表
第
四
十
六
）

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
別
表
第
三
十
九
」
を
「
別
表
第
四
十
七
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
十
九
を
別
表
第
四
十
七
と
し
、
別
表
第
三
十
八
の
次
に
次
の
八
表
を
加
え
る
。
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別表第３９（第24条関係）行政職給料表降格時号給対応表

1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級 7　級 8　級

1 32 13 17 9 5 37 17 21
2 33 14 18 10 6 38 18 22
3 34 15 19 11 7 39 19 23
4 35 16 20 12 8 40 20 24
5 36 17 21 13 9 41 21 25
6 37 18 22 14 10 42 22 26
7 38 19 23 15 11 43 23 27
8 39 20 24 16 12 44 24 28
9 40 21 25 17 13 45 25 29
10 41 22 26 18 14 46 26 30
11 42 23 27 19 15 47 27 31
12 43 24 28 20 16 48 28 32
13 44 25 29 21 17 49 33 35
14 45 26 30 22 18 50 38 38
15 46 27 31 23 19 51 43 41
16 47 28 32 24 20 52 45 41
17 48 29 33 25 21 53 45 41
18 49 30 34 26 22 54 45 41
19 50 31 35 27 23 55 45 41
20 51 32 36 28 24 56 45 41
21 52 33 37 29 25 57 45 41
22 53 34 38 30 26 58 45
23 54 35 39 31 27 59 45
24 55 36 40 32 28 60 45
25 56 37 41 33 29 62 45
26 57 38 42 34 30 64 45
27 58 39 43 35 31 66 45
28 59 40 44 36 32 71 45
29 60 41 45 37 33 76 45
30 61 42 46 38 34 81 45
31 62 43 47 39 35 85 45
32 63 44 48 40 36 85 45
33 64 45 49 41 37 85 45
34 65 46 50 42 38 85 45
35 66 47 51 43 39 85 45
36 67 48 52 44 40 85 45
37 68 49 53 45 41 85 45
38 69 50 54 46 42 85 45
39 70 51 55 47 43 85 45
40 71 52 56 48 44 85 45
41 72 53 57 49 45 85 45
42 73 54 58 50 46 85
43 74 55 59 51 47 85
44 75 56 60 52 48 85
45 76 57 61 53 50 85
46 77 58 62 54 52
47 78 59 63 55 54
48 79 60 64 56 56
49 80 61 65 57 58
50 81 62 66 58 60
51 82 63 67 59 62

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給
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52 83 64 68 60 64
53 84 65 69 61 68
54 85 66 70 62 72
55 86 67 71 63 83
56 87 68 72 64 96
57 88 69 73 66 98
58 90 70 74 68 100
59 92 71 75 70 102
60 93 72 76 72 105
61 93 73 77 74 105
62 93 74 78 76 105
63 93 75 79 78 105
64 93 76 80 80 105
65 93 77 81 82 105
66 93 78 82 92 105
67 93 79 83 104 105
68 93 80 84 108 105
69 93 83 85 112 105
70 93 86 86 116 105
71 93 89 87 120 105
72 93 92 88 121 105
73 93 95 89 121 105
74 93 98 90 121 105
75 93 101 91 121 105
76 93 104 92 121 105
77 93 108 93 121 105
78 93 112 94 121 105
79 93 117 95 121 105
80 93 122 96 121 105
81 93 127 97 121 105
82 93 132 98 121 105
83 93 133 99 121 105
84 93 133 104 121 105
85 93 133 109 121 105
86 93 133 112 121
87 93 133 113 121
88 93 133 114 121
89 93 133 115 121
90 93 133 116 121
91 93 133 118 121
92 93 133 120 121
93 93 133 121 121
94 93 133 122 121
95 93 133 123 121
96 93 133 124 121
97 93 133 126 121
98 93 133 128 121
99 93 133 130 121
100 93 133 132 121
101 93 133 133 121
102 93 133 134 121
103 93 133 135 121
104 93 133 136 121
105 93 133 138 121
106 93 133 140
107 93 133 141
108 93 133 141
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109 93 133 141
110 93 133 141
111 93 133 141
112 93 133 141
113 93 133 141
114 93 133 141
115 93 133 141
116 93 133 141
117 93 133 141
118 93 133 141
119 93 133 141
120 93 133 141
121 93 133 141
122 93 133
123 93 133
124 93 133
125 93 133
126 93 133
127 93 133
128 93 133
129 93 133
130 93 133
131 93 133
132 93 133
133 93 133
134 133
135 133
136 133
137 133
138 133
139 133
140 133
141 133

備考　降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
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別表第４０（第24条関係）医師職給料表降格時号給対応表

1 級 2 級 3 級

1 21 17 25
2 22 18 26
3 23 19 27
4 24 20 28
5 25 21 29
6 26 22 30
7 27 23 31
8 28 24 32
9 29 25 33
10 30 26 34
11 31 27 35
12 32 28 36
13 33 29 37
14 34 30 38
15 35 31 39
16 36 32 40
17 37 33 41
18 38 34 42
19 39 35 43
20 40 36 44
21 41 37 45
22 42 38 46
23 43 39 47
24 44 40 48
25 46 41 49
26 48 42 50
27 52 43 51
28 56 44 52
29 59 45 53
30 62 46 54
31 65 47 55
32 65 48 56
33 65 49 57
34 65 50 58
35 65 51 59
36 65 52 60
37 65 54 62
38 65 56 64
39 65 58 66
40 65 60 68
41 65 62 70
42 65 64 74
43 65 66 78
44 65 68 82
45 65 71 86
46 65 74 88
47 65 77 89
48 65 82 89
49 65 87 89
50 65 92 89
51 65 97 89

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給
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52 65 97 89
53 65 97 89
54 65 97 89
55 65 97 89
56 65 97 89
57 65 97 89
58 65 97 89
59 65 97 89
60 65 97 89
61 65 97 89
62 65 97 89
63 65 97 89
64 65 97 89
65 65 97 89
66 65 97
67 65 97
68 65 97
69 65 97
70 65 97
71 65 97
72 65 97
73 65 97
74 65 97
75 65 97
76 65 97
77 65 97
78 65 97
79 65 97
80 65 97
81 65 97
82 65 97
83 65 97
84 65 97
85 65 97
86 65 97
87 65 97
88 65 97
89 65 97
90 65
91 65
92 65
93 65
94 65
95 65
96 65
97 65

備考　降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
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別表第４１（第24条関係）看護師職給料表降格時号給対応表

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

1 17 25 13 17 21
2 18 26 14 18 22
3 19 27 15 19 23
4 20 28 16 20 24
5 21 29 17 21 25
6 22 30 18 22 26
7 23 31 19 23 27
8 24 32 20 24 28
9 25 33 21 25 29
10 26 34 22 26 30
11 27 35 23 27 31
12 28 36 24 28 32
13 29 37 25 29 33
14 30 38 26 30 34
15 31 39 27 31 35
16 32 40 28 32 36
17 33 41 29 33 37
18 34 42 30 34 38
19 35 43 31 35 39
20 36 44 32 36 40
21 37 45 33 37 41
22 38 46 34 38 42
23 39 47 35 39 43
24 40 48 36 40 44
25 41 49 37 41 45
26 42 50 38 42 46
27 43 51 39 43 47
28 44 52 40 44 48
29 45 53 41 45 50
30 46 54 42 46 52
31 47 55 43 47 54
32 48 56 44 48 56
33 49 57 45 49 58
34 50 58 46 50 60
35 51 59 47 51 62
36 52 60 48 52 64
37 53 61 49 53 66
38 54 62 50 54 68
39 55 63 51 55 70
40 56 64 52 56 72
41 57 65 53 57 78
42 58 66 54 58 84
43 59 67 55 59 90
44 60 68 56 60 96
45 61 69 57 61 100
46 62 70 58 62 104
47 63 71 59 63 108
48 64 72 60 64 109
49 65 73 61 65 109
50 66 74 62 66 109
51 67 75 63 67 109

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給
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52 68 76 64 68 109
53 69 77 65 70 109
54 70 78 66 72 109
55 71 79 67 74 109
56 72 80 68 76 109
57 73 81 69 77 109
58 74 82 70 78 109
59 75 83 71 79 109
60 76 84 72 80 109
61 77 85 73 82 109
62 78 86 74 84 109
63 79 87 75 86 109
64 80 88 76 88 109
65 82 89 77 90 109
66 84 90 78 92 109
67 86 91 79 94 109
68 88 92 80 98 109
69 89 93 81 102 109
70 90 94 82 106 109
71 91 95 83 110 109
72 92 96 84 112 109
73 94 97 85 114 109
74 96 98 86 116 109
75 98 99 87 118 109
76 100 100 88 120 109
77 102 101 89 121 109
78 104 102 90 121
79 106 103 91 121
80 108 104 92 121
81 112 107 93 121
82 116 110 94 121
83 120 113 95 121
84 124 116 96 121
85 127 120 98 121
86 130 124 100 121
87 133 128 102 121
88 136 132 104 121
89 140 135 105 121
90 144 140 106 121
91 148 145 107 121
92 152 150 110 121
93 156 153 113 121
94 160 153 116 121
95 164 153 119 121
96 168 153 122 121
97 169 153 125 121
98 169 153 125 121
99 169 153 125 121
100 169 153 125 121
101 169 153 125 121
102 169 153 125 121
103 169 153 125 121
104 169 153 125 121
105 169 153 125 121
106 169 153 125 121
107 169 153 125 121
108 169 153 125 121



令和５年２月14日　火曜日 16第373号 増刊①

109 169 153 125 121
110 169 153 125
111 169 153 125
112 169 153 125
113 169 153 125
114 169 153 125
115 169 153 125
116 169 153 125
117 169 153 125
118 169 153 125
119 169 153 125
120 169 153 125
121 169 153 125
122 169 153
123 169 153
124 169 153
125 169 153
126 169
127 169
128 169
129 169
130 169
131 169
132 169
133 169
134 169
135 169
136 169
137 169
138 169
139 169
140 169
141 169
142 169
143 169
144 169
145 169
146 169
147 169
148 169
149 169
150 169
151 169
152 169
153 169

備考　降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。



令和５年２月14日　火曜日17 第373号 増刊①

別表第４２（第24条関係）研究職給料表降格時号給対応表

1 級 2 級 3 級 4 級

1 24 33 17 21
2 25 34 18 22
3 26 35 19 23
4 27 36 20 24
5 28 37 21 25
6 29 38 22 26
7 30 39 23 27
8 31 40 24 28
9 32 41 25 29
10 33 42 26 30
11 34 43 27 31
12 35 44 28 32
13 36 45 29 33
14 37 46 30 34
15 38 47 31 35
16 39 48 32 36
17 40 49 33 38
18 41 50 34 40
19 42 51 35 42
20 43 52 36 44
21 44 53 37 46
22 45 54 38 48
23 46 55 39 50
24 47 56 40 52
25 48 57 41 54
26 49 58 42 58
27 50 59 43 61
28 51 60 44 64
29 52 61 46 67
30 53 62 48 70
31 54 63 50 76
32 55 64 52 80
33 56 65 53 83
34 57 66 54 86
35 58 67 55 89
36 59 68 56 89
37 60 69 58 89
38 61 70 60 89
39 62 71 62 89
40 63 72 64 89
41 64 73 67 89
42 65 74 70 89
43 66 75 74 89
44 67 76 78 89
45 68 77 82 89
46 69 78 86 89
47 70 79 89 89
48 71 80 89 89
49 72 81 89 89
50 74 82 89 89
51 76 83 89 89

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給



令和５年２月14日　火曜日 18第373号 増刊①

52 78 84 89 89
53 80 85 89 89
54 83 86 89 89
55 86 87 89 89
56 89 88 89 89
57 92 89 89 89
58 94 90 89 89
59 96 91 89 89
60 98 92 89 89
61 100 93 89 89
62 101 94 89 89
63 102 95 89 89
64 103 96 89 89
65 104 97 89 89
66 108 98 89 89
67 112 99 89 89
68 116 100 89 89
69 120 101 89 89
70 121 102 89 89
71 121 103 89 89
72 121 104 89 89
73 121 105 89 89
74 121 106 89
75 121 107 89
76 121 108 89
77 121 109 89
78 121 110 89
79 121 111 89
80 121 112 89
81 121 113 89
82 121 114 89
83 121 115 89
84 121 116 89
85 121 117 89
86 121 118 89
87 121 119 89
88 121 120 89
89 121 121 89
90 121
91 121
92 121
93 121
94 121
95 121
96 121
97 121
98 121
99 121
100 121
101 121
102 121
103 121
104 121
105 121
106 121
107 121
108 121



令和５年２月14日　火曜日19 第373号 増刊①

109 121
110 121
111 121
112 121
113 121
114 121
115 121
116 121
117 121
118 121
119 121
120 121
121 121

備考　降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。



令和５年２月14日　火曜日 20第373号 増刊①

別表第４３（第24条関係）特定獣医師職給料表降格時号給対応表

1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級

1 33 17 1 9 13 13
2 34 18 2 10 14 14
3 35 19 3 11 15 15
4 36 20 4 12 16 16
5 37 21 5 13 17 17
6 38 22 6 14 18 18
7 39 23 7 15 19 19
8 40 24 8 16 20 20
9 41 25 9 17 21 21
10 42 26 10 18 22 22
11 43 27 11 19 23 23
12 44 28 12 20 24 24
13 45 29 13 21 25 25
14 46 30 14 22 26 26
15 47 31 15 23 27 27
16 48 32 16 24 28 28
17 49 33 17 25 29 29
18 50 34 18 26 30 30
19 51 35 19 27 31 31
20 52 36 20 28 32 32
21 53 37 21 29 34 33
22 54 38 22 30 36 34
23 55 39 23 31 38 35
24 56 40 24 32 40 36
25 57 41 25 33 42 38
26 58 42 26 34 44 40
27 59 43 27 35 46 42
28 60 44 28 36 48 47
29 61 45 29 37 52 52
30 62 46 30 38 56 57
31 63 47 31 39 67 61
32 64 48 32 40 80 61
33 65 49 33 41 85 61
34 66 50 34 42 90 61
35 67 51 35 43 95 61
36 68 52 36 44 97 61
37 69 53 37 45 97 61
38 70 54 38 46 97 61
39 72 55 39 47 97 61
40 74 56 40 48 97 61
41 76 57 41 50 97 61
42 78 58 42 52 97 61
43 80 59 43 54 97 61
44 82 60 44 56 97 61
45 84 61 45 58 97 61
46 86 62 46 60 97
47 89 63 47 62 97
48 92 64 48 64 97
49 93 65 49 66 97
50 93 66 50 76 97
51 93 67 51 88 97

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給



令和５年２月14日　火曜日21 第373号 増刊①

52 93 68 52 92 97
53 93 70 53 97 97
54 93 72 54 102 97
55 93 74 55 107 97
56 93 76 56 112 97
57 93 78 57 113 97
58 93 80 58 113 97
59 93 82 59 113 97
60 93 89 60 113 97
61 93 96 61 113 97
62 93 101 62 113
63 93 101 63 113
64 93 101 64 113
65 93 101 65 113
66 93 101 66 113
67 93 101 67 113
68 93 101 68 113
69 93 101 69 113
70 93 101 70 113
71 93 101 71 113
72 93 101 72 113
73 93 101 73 113
74 93 101 74 113
75 93 101 75 113
76 93 101 76 113
77 93 101 77 113
78 93 101 78 113
79 93 101 79 113
80 93 101 80 113
81 93 101 81 113
82 93 101 82 113
83 93 101 83 113
84 93 101 84 113
85 93 101 85 113
86 93 101 86 113
87 93 101 87 113
88 93 101 88 113
89 93 101 89 113
90 93 101 90 113
91 93 101 91 113
92 93 101 92 113
93 93 101 93 113
94 93 101 94 113
95 93 101 95 113
96 93 101 96 113
97 93 101 97 113
98 93 101 98
99 93 101 99
100 93 101 100
101 93 101 101
102 101 102
103 101 103
104 101 104
105 101 105
106 101 106
107 101 107
108 101 108



令和５年２月14日　火曜日 22第373号 増刊①

109 101 109
110 109
111 109
112 109
113 109

備考　降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。



令和５年２月14日　火曜日23 第373号 増刊①

別表第４４（第24条関係）教育職給料表（二）降格時号給対応表

1　　級 2　級 (3級から) 3　　級

1 21 25 (53) 41
2 22 26 (54) 42
3 23 27 (55) 43
4 24 28 (56) 44
5 25 29 (57) 45
6 26 30 (58) 46
7 27 31 (59) 47
8 28 32 (60) 48
9 29 33 (61) 49
10 30 34 (62) 50
11 31 35 (63) 51
12 32 36 (64) 52
13 33 37 (65) 53
14 34 38 (66) 54
15 35 39 (67) 55
16 36 40 (68) 56
17 37 41 (69) 57
18 38 42 (70) 58
19 39 43 (71) 59
20 40 44 (72) 60
21 41 45 (73) 61
22 42 46 (74) 62
23 43 47 (75) 63
24 44 48 (76) 64
25 45 49 (77) 66
26 46 50 (78) 68
27 47 51 (79) 70
28 48 52 (80) 72
29 50 53 (81) 74
30 52 54 (82) 76
31 54 55 (83) 78
32 56 56 (84) 80
33 59 57 (85) 83
34 62 58 (86) 86
35 65 59 (87) 89
36 68 60 (88) 89
37 69 61 (89) 89
38 70 62 (90) 89
39 71 63 (91) 89
40 72 64 (92) 89
41 74 65 (93) 89
42 76 66 (94) 89
43 78 67 (95) 89
44 80 68 (96) 89
45 82 69 (97) 89
46 84 70 (98) 89
47 86 71 (99) 89
48 88 72 (100) 89
49 90 73 (102) 89
50 92 74 (104)
51 94 75 (106)

降　格　後　の　号　給
降格した日の前日
に受けていた号給



令和５年２月14日　火曜日 24第373号 増刊①

52 96 76 (108)
53 98 77 (110)
54 100 78 (112)
55 102 79 (114)
56 104 80 (116)
57 107 81 (123)
58 110 82 (130)
59 113 83 (142)
60 116 84 (148)
61 121 85 (150)
62 126 86 (152)
63 131 87 (153)
64 136 88 (153)
65 145 89 (153)
66 154 90 (153)
67 163 91 (153)
68 172 92 (153)
69 174 93 (153)
70 176 94 (153)
71 177 95 (153)
72 177 96 (153)
73 177 97 (153)
74 177 98 (153)
75 177 99 (153)
76 177 100 (153)
77 177 101 (153)
78 177 102 (153)
79 177 103 (153)
80 177 104 (153)
81 177 106 (153)
82 177 108 (153)
83 177 110 (153)
84 177 112 (153)
85 177 114 (153)
86 177 116 (153)
87 177 118 (153)
88 177 120 (153)
89 177 125 (153)
90 177 130
91 177 135
92 177 140
93 177 142
94 177 144
95 177 148
96 177 152
97 177 153
98 177 153
99 177 153
100 177 153
101 177 153
102 177 153
103 177 153
104 177 153
105 177 153
106 177 153
107 177 153
108 177 153



令和５年２月14日　火曜日25 第373号 増刊①

109 177 153
110 177 153
111 177 153
112 177 153
113 177 153
114 177 153
115 177 153
116 177 153
117 177 153
118 177 153
119 177 153
120 177 153
121 177 153
122 177
123 177
124 177
125 177
126 177
127 177
128 177
129 177
130 177
131 177
132 177
133 177
134 177
135 177
136 177
137 177
138 177
139 177
140 177
141 177
142 177
143 177
144 177
145 177
146 177
147 177
148 177
149 177
150 177
151 177
152 177
153 177

備考　１　降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
      ２　２級（３級から）欄の（　）内の号給は、３級から２級へ降格する場合に適用
　　　　する。
　　　３　３級から特２級へ降格する場合の対応号給は、３級から特２級へ降格する日に
　　　　３級から２級へ降格したものとして第24条の規定を適用した場合に得られる２級
　　　　の号給から、同日に特２級へ昇格をしたものとして第23条の規定を適用した場合
　　　　に得られる号給とする。
　　　４　４級から特２級より下位の職務の級への降格又は３級から１級への降格である
　　　　場合には、３級から特２級への降格がなかつたものとして第24条の規定を適用す
　　　　る。



令和５年２月14日　火曜日 26第373号 増刊①

別表第４５（第24条関係）教育職給料表（三）降格時号給対応表

1　　級 2　級 (3級から) 3　　級

1 9 37 (49) 57
2 10 38 (50) 58
3 11 39 (51) 59
4 12 40 (52) 60
5 13 41 (53) 61
6 14 42 (54) 62
7 15 43 (55) 63
8 16 44 (56) 64
9 17 45 (57) 65
10 18 46 (58) 66
11 19 47 (59) 67
12 20 48 (60) 68
13 21 49 (61) 69
14 22 50 (62) 70
15 23 51 (63) 71
16 24 52 (64) 72
17 25 53 (65) 73
18 26 54 (66) 74
19 27 55 (67) 75
20 28 56 (68) 80
21 29 57 (69) 85
22 30 58 (70) 90
23 31 59 (71) 96
24 32 60 (72) 100
25 33 61 (73) 102
26 34 62 (74) 104
27 35 63 (75) 105
28 36 64 (76) 105
29 37 65 (77) 105
30 38 66 (78) 105
31 39 67 (79) 105
32 40 68 (80) 105
33 41 69 (81) 105
34 42 70 (82) 105
35 43 71 (83) 105
36 44 72 (84) 105
37 45 73 (85) 105
38 46 74 (86) 105
39 47 75 (87) 105
40 48 76 (88) 105
41 51 77 (89) 105
42 54 78 (90) 105
43 57 79 (91) 105
44 60 80 (92) 105
45 62 81 (93) 105
46 64 82 (94) 105
47 66 83 (95) 105
48 68 84 (96) 105
49 70 85 (97) 105
50 72 86 (98)
51 74 87 (99)

降　格　後　の　号　給
降格した日の前日
に受けていた号給



令和５年２月14日　火曜日27 第373号 増刊①

52 76 88 (100)
53 78 89 (101)
54 80 90 (102)
55 82 91 (103)
56 84 92 (104)
57 85 93 (105)
58 86 94 (106)
59 87 95 (107)
60 88 96 (108)
61 91 97 (110)
62 94 98 (112)
63 97 99 (114)
64 100 100 (116)
65 107 101 (117)
66 114 102 (118)
67 121 103 (119)
68 128 104 (120)
69 131 105 (122)
70 134 106 (124)
71 137 107 (126)
72 137 108 (128)
73 137 109 (130)
74 137 110 (150)
75 137 111 (155)
76 137 112 (160)
77 137 114 (162)
78 137 116 (164)
79 137 118 (165)
80 137 120 (165)
81 137 121 (165)
82 137 122 (165)
83 137 123 (165)
84 137 124 (165)
85 137 125 (165)
86 137 126 (165)
87 137 127 (165)
88 137 128 (165)
89 137 130 (165)
90 137 134 (165)
91 137 138 (165)
92 137 142 (165)
93 137 146 (165)
94 137 150 (165)
95 137 153 (165)
96 137 156 (165)
97 137 159 (165)
98 137 162 (165)
99 137 165 (165)
100 137 165 (165)
101 137 165 (165)
102 137 165 (165)
103 137 165 (165)
104 137 165 (165)
105 137 165 (165)
106 137 165
107 137 165



令和５年２月14日　火曜日 28第373号 増刊①

108 137 165
109 137 165
110 137 165
111 137 165
112 137 165
113 137 165
114 137 165
115 137 165
116 137 165
117 137 165
118 137 165
119 137 165
120 137 165
121 137 165
122 137
123 137
124 137
125 137
126 137
127 137
128 137
129 137
130 137
131 137
132 137
133 137
134 137
135 137
136 137
137 137
138 137
139 137
140 137
141 137
142 137
143 137
144 137
145 137
146 137
147 137
148 137
149 137
150 137
151 137
152 137
153 137
154 137
155 137
156 137
157 137
158 137
159 137
160 137
161 137
162 137
163 137
164 137



令和５年２月14日　火曜日29 第373号 増刊①

165 137

備考　１　降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
      ２　２級（３級から）欄の（　）内の号給は、３級から２級へ降格する場合に適用
　　　　する。
　　　３　３級から特２級へ降格する場合の対応号給は、３級から特２級へ降格する日に
　　　　３級から２級へ降格したものとして第24条の規定を適用した場合に得られる２級
　　　　の号給から、同日に特２級へ昇格をしたものとして第23条の規定を適用した場合
　　　　に得られる号給とする。
　　　４　４級から特２級より下位の職務の級への降格又は３級から１級への降格である
　　　　場合には、３級から特２級への降格がなかつたものとして第24条の規定を適用す
　　　　る。



令和５年２月14日　火曜日 30第373号 増刊①

別表第４６（第24条関係）公安職給料表降格時号給対応表

1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級 7　級

1 9 13 17 25 9 9 5
2 10 14 18 26 10 10 6
3 11 15 19 27 11 11 7
4 12 16 20 28 12 12 8
5 13 17 21 29 13 13 9
6 14 18 22 30 14 14 10
7 15 19 23 31 15 15 11
8 16 20 24 32 16 16 12
9 17 21 25 33 17 17 13
10 18 22 26 34 18 18 14
11 19 23 27 35 19 19 15
12 20 24 28 36 20 20 16
13 21 25 29 37 21 21 17
14 22 26 30 38 22 22 18
15 23 27 31 39 23 23 19
16 24 28 32 40 24 24 20
17 25 29 33 41 25 25 21
18 26 30 34 42 26 26 22
19 27 31 35 43 27 27 23
20 28 32 36 44 28 28 24
21 29 33 37 45 29 29 25
22 30 34 38 46 30 30 26
23 31 35 39 47 31 31 27
24 32 36 40 48 32 32 28
25 33 37 41 49 33 33 29
26 34 38 42 50 34 34 30
27 35 39 43 51 35 35 31
28 36 40 44 52 36 36 32
29 37 41 45 53 37 37 33
30 38 42 46 54 38 38 34
31 39 43 47 55 39 39 35
32 40 44 48 56 40 40 36
33 41 45 49 57 41 41 37
34 42 46 50 58 42 42 38
35 43 47 51 59 43 43 39
36 44 48 52 60 44 44 40
37 45 49 53 61 45 46 41
38 46 50 54 62 46 48 42
39 47 51 55 63 47 50 43
40 48 52 56 64 48 52 44
41 49 53 57 65 49 53 45
42 50 54 58 66 50 54 46
43 51 55 59 67 51 55 47
44 52 56 60 68 52 56 48
45 53 57 61 70 53 57 49
46 54 58 62 72 54 58 50
47 55 59 63 74 55 59 51
48 56 60 64 76 56 60 52
49 57 61 65 77 59 61 53
50 58 62 66 78 62 62 54
51 59 63 67 79 65 63 55

降格した日の前日
に受けていた号給

降　格　後　の　号　給



令和５年２月14日　火曜日31 第373号 増刊①

52 60 64 68 80 68 64 56
53 61 65 69 81 72 65 59
54 62 66 70 82 76 66 65
55 63 67 71 83 80 67 71
56 64 68 72 84 84 68 78
57 65 69 73 86 92 70 84
58 66 70 74 88 97 72 86
59 67 71 75 90 97 74 88
60 68 72 76 92 97 84 89
61 69 73 77 95 97 95 89
62 70 74 78 98 97 98 89
63 71 75 79 101 97 101 89
64 72 76 80 104 97 101 89
65 73 77 81 105 97 101 89
66 74 78 82 106 97 101 89
67 75 79 83 107 97 101 89
68 76 80 84 116 97 101 89
69 77 81 86 126 97 101 89
70 78 82 88 128 97 101 89
71 79 83 90 130 97 101 89
72 80 84 92 132 97 101 89
73 81 85 93 134 97 101 89
74 82 86 94 136 97 101 89
75 83 87 95 137 97 101 89
76 84 88 96 137 97 101 89
77 86 89 97 137 97 101 89
78 88 90 98 137 97 101
79 90 91 99 137 97 101
80 92 92 100 137 97 101
81 93 93 101 137 97 101
82 94 94 102 137 97 101
83 95 95 103 137 97 101
84 96 96 104 137 97 101
85 97 97 105 137 97 101
86 98 98 106 137 97 101
87 99 99 107 137 97 101
88 100 100 108 137 97 101
89 101 102 110 137 97 101
90 102 104 112 137 97
91 103 106 114 137 97
92 104 108 116 137 97
93 106 109 118 137 97
94 108 110 120 137 97
95 110 111 122 137 97
96 112 112 132 137 97
97 114 113 137 137 97
98 116 114 138 97
99 118 115 139 97
100 120 116 141 97
101 122 119 141 97
102 124 122 141
103 125 125 141
104 125 128 141
105 125 131 141
106 125 134 141
107 125 137 141
108 125 140 141



令和５年２月14日　火曜日 32第373号 増刊①

109 125 142 141
110 125 144 141
111 125 145 141
112 125 145 141
113 125 145 141
114 125 145 141
115 125 145 141
116 125 145 141
117 125 145 141
118 125 145 141
119 125 145 141
120 125 145 141
121 125 145 141
122 125 145 141
123 125 145 141
124 125 145 141
125 125 145 141
126 125 145 141
127 125 145 141
128 125 145 141
129 125 145 141
130 125 145 141
131 125 145 141
132 125 145 141
133 125 145 141
134 125 145 141
135 125 145 141
136 125 145 141
137 125 145 141
138 125 145
139 125 145
140 125 145
141 125 145
142 125
143 125
144 125
145 125

備考　降格後の号給欄中「１級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。



令和５年２月14日　火曜日33 第373号 増刊①
　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
次
に
」
を
「
次
の
各
号
に
」
に
改
め
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
そ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中

「
福
岡
県
条
例
第
一
号
。
以
下
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
次
号
」
を
加
え
、
「
と
し
、
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員　

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別
並
び
に
当
該
職
員
の
属
す
る

職
務
の
級
及
び
当
該
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
管
理
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
別
表
第
三
の
額
欄

に
定
め
る
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
支
給
額
）

４　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
四
項
及
び
学
校
職
員
給

与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
号
中
「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円

以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。

　

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

　

別
表
第
三

（第
三
条
関
係

）

一　
行
政
職
給
料
表

職
務

の
級

区
　

分
額

９
　

　
級

一
　

種
133,600円

８
　

　
級

一
　

種
112,900円

二
　

種
103,900円

７
　

　
級

一
　

種
99,800円

二
　

種
91,800円

三
　

種
79,800円

６
　

　
級

三
　

種
72,900円

四
　

種
58,300円

五
　

種
43,800円

六
　

種
36,500円

（
人

事
委

員
会

が
認

め
る

職
に

あ
つ

て
は

43,800円
）

５
　

　
級

四
　

種
51,400円

五
　

種
38,500円

六
　

種
32,100円

（
人

事
委

員
会

が
認

め
る

職
に

あ
つ

て
は

38,500円
）

二　
医
師
職
給
料
表

職
務

の
級

区
　

分
額

４
　

　
級

一
　

種
115,900円

二
　

種
106,700円

三
　

種
92,700円

四
　

種
74,200円

三　
看
護
師
職
給
料
表

 

職
務

の
級

区
　

分
額

６
　

　
級

五
　

種
39,900円

四　
研
究
職
給
料
表

職
務

の
級

区
　

分
額

５
　

　
級

一
　

種
98,300円

二
　

種
90,500円

三
　

種
78,700円

四
　

種
62,900円
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五　
特
定
獣
医
師
職
給
料
表

職
務

の
級

区
　

分
額

７
　

　
級

二
　

種
91,800円

三
　

種
79,800円

６
　

　
級

三
　

種
72,900円

四
　

種
58,300円

五
　

種
43,800円

六　
公
安
職
給
料
表

職
務

の
級

区
　

分
額

８
　

　
級

一
　

種
104,800円

二
　

種
96,400円

三
　

種
83,800円

７
　

　
級

三
　

種
77,300円

七　
教
育
職
給
料
表

（二

）

職
務

の
級

区
　

分
額

４
　

　
級

四
　

種
76,500円

五
　

種
51,000円

（
人

事
委

員
会

が
認

め
る

職
に

あ
つ

て
は

59,500円
、

人
事

委
員

会
が

特
に

認
め

る
職

に
あ

つ
て

は
68,000円

）
３

　
　

級
六

　
種

34,600円
（

人
事

委
員

会
が

認
め

る
職

に
あ

つ
て

は
41,500円

）

八　
教
育
職
給
料
表

（三

）

職
務

の
級

区
　

分
額

４
　

　
級

四
　

種
74,600円

五
　

種
49,800円

（
人

事
委

員
会

が
認

め
る

職
に

あ
つ

て
は

58,000円
、

人
事

委
員

会
が

特
に

認
め

る
職

に
あ

つ
て

は
66,300円

）
３

　
　

級
六

　
種

33,900円
（

人
事

委
員

会
が

認
め

る
職

に
あ

つ
て

は
40,700円

）
備

考
　

１
　

こ
れ

ら
の

表
に

お
い

て
、

「
人

事
委

員
会

が
認

め
る

職
」

と
は

、
校

長
、

教
頭

及
び

事
務

長
の

職
の

う
ち

職
務

の
困

難
性

が
高

い
と

人
事

委
員

会
が

認
め

る
職

並

び
に

副
校

長
の

職
を

い
う

。

　
　

　
２

　
こ

れ
ら

の
表

に
お

い
て

、
「

人
事

委
員

会
が

特
に

認
め

る
職

」
と

は
、

校
長

の

職
の

う
ち

職
務

の
困

難
性

が
特

に
高

い
と

人
事

委
員

会
が

認
め

る
職

並
び

に
主

幹

指
導

主
事

及
び

主
幹

社
会

教
育

主
事

の
職

を
い

う
。

　
　

　
３

　
別

表
第

一
に

掲
げ

る
職

の
う

ち
、

こ
れ

ら
の

表
に

掲
げ

ら
れ

て
い

な
い

管
理

職

手
当

の
額

を
定

め
る

特
段

の
事

情
が

あ
る

と
人

事
委

員
会

が
認

め
る

職
を

占
め

る

職
員

に
対

す
る

管
理

職
手

当
の

額
に

つ
い

て
は

、
当

該
職

員
の

属
す

る
職

務
の

級

及
び

当
該

職
の

区
分

を
考

慮
し

て
、

人
事

委
員

会
が

別
に

定
め

る
額

と
す

る
。

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条

例
第
四
十
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
一
号
中
「
別
表
第
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
表
第
三
」
と
す
る
。

３　

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
改

正
後
の
規
則
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
三
項
中
「
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
削

り
、
「
改
正
後
の
規
則
別
表
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
四
項
の
規
定
の
適
用
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を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
六
条
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
第

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
前
項
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
別
表
」
と
す
る
。

　

附
則
の
次
に
次
の
附
則
別
表
を
加
え
る
。
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附則別表（附則第４項関係）

職員の区分

期間の区分 １ 種 ２種 １ 種 ２種 ３種

円 円 円 円 円 円

70,000 34,700 24,500 10,200 4,100 20,300

       

    　    を受ける職員をいう。　　　 
　　　  　を受ける職員を、「2種」とは同項の職を占める職員のうち研究職給料表又は特定獣医師職給料表の適用

　　　 　4　この表において、4項職員の欄中「1種」とは第2条第4項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項
　　　 　 第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員をいう。
　　　 　5　第2条第4項第4号の職を占める職員については、本表にかかわらず、別に定めるところによる。

   備考　1　この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を
　　　　　示す。
　　　 　2　この表において、「2項職員」とは第2条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を
　　　　  占める職員を、「4項職員」とは同条第4項の職を占める職員をいう。
　　　 　3　この表において、3項職員の欄中「1種」とは第2条第3項の職を占める職員のうち行政職給料表の適用

19 年 以 上

20 年 未 満
2,100 2,100

18 年 以 上

19 年 未 満
4,300 4,300

17 年 以 上

18 年 未 満
6,600 6,600

16 年 以 上

17 年 未 満
8,800 8,800

15 年 以 上

16 年 未 満
11,100 11,100

14 年 以 上

15 年 未 満
13,300 13,300

13 年 以 上

14 年 未 満
15,500 15,500

12 年 以 上

13 年 未 満
17,800 17,800

11 年 以 上

12 年 未 満
20,000 20,000

4,100

10 年 以 上

11 年 未 満
22,300 22,300

 9 年 以 上

10 年 未 満
14,000 26,500 24,500 2,000 800

12,200

 8 年 以 上

 9 年 未 満
28,000 28,600 24,500 4,100 1,700 8,100

 7 年 以 上

 8 年 未 満
42,000 30,600 24,500 6,100 2,500

18,300

 6 年 以 上

 7 年 未 満
56,000 32,600 24,500 8,100 3,300 16,200

 5 年 以 上

 6 年 未 満
63,000 33,700 24,500 9,200 3,700

 2 年 以 上

 3 年 未 満
70,000 34,700 24,500 10,200 4,100 20,300

20,300

 4 年 以 上

 5 年 未 満
70,000 34,700 24,500 10,200 4,100 20,300

 3 年 以 上

 4 年 未 満
70,000 34,700 24,500 10,200 4,100

２項職員
３ 項 職 員 ４ 項 職 員

 1 年 未 満
 1 年 以 上

 2 年 未 満
70,000 34,700 24,500 10,200 4,100 20,300
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

　

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
人
事

委
員
会
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
第
一
号
に
お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と

い
う
。
）
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第

二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
改
め
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
等
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

　

（
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
支
給
額
）

２　

条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲

げ
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額

）
」
と
す
る
。

　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「再

任
用
職
員

」
を
「定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
改
め
る

。

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条

例
第
四
十
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

又
は
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
適
用
す
る
と
き

は
、
「
額
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ

つ
て
は
そ
の
額
に
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
福
岡
県
条
例
第

一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
」
と

あ
る
の
は
、
「
額
（
」
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制

定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
」
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条

　

例
第
四
十
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改

正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

　

十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規

則
第
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
人
事
委

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
第
二
十
号
」
の
下
に
「
（
条
例
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
の
四
中
「
第
二
十
号
ま
で
」
の
下
に
「
（
条
例
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
連
続
す
る
特
定
基
礎
在
職
期
間
」
の
下
に
「

（
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
基
礎
在
職
期
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
」
の
下
に

「
及
び
次
号
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任

命
（
以
下
「
特
定
任
命
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
の
警
察
法
第
五

　
　

十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務
官
と
し
て
勤
続
し
た
特
定
基
礎
在
職
期
間　

当

該
特
定
地
方
警
務
官
と
し
て
そ
の
者
が
従
事
し
て
い
た
職
務
と
同
種
の
職
務
に
従
事
す
る
職
員

　

第
三
条
の
五
中
「
退
職
し
た
者
」
の
下
に
「
（
基
礎
在
職
期
間
に
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
基
礎

在
職
期
間
を
含
む
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
及
び
次
条
の
規
定
は
、
基
礎
在
職
期
間
に
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
基
礎
在
職
期
間
を
含

む
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
別
表
イ
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ
の
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
表
イ
、
ロ
、
ハ
若
し
く
は

ニ
の
表
又
は
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
三
条
の
六
第
一
項
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
受
給
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
第
十
二
条
第
五

項
又
は
第
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
受
け
る
ま
で
は
、
第
七
条
に
規
定
す
る
退
職
票
」
を
「
受
け
て
い
な
い
場
合
に

は
、
退
職
票
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
」
に
、
「
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
受
給
期
間
延

長
通
知
書
」
を
「
第
十
二
条
第
五
項
又
は
第
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
等
通

知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
所
定
の
」
を
「
必
要
な
」
に
、
「
記
入
の
う
え
」
を
「
記
載
し
た

上
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
受
給
期
間
延
長
申
請
書
」
を
「
受
給
期
間
延
長

等
申
請
書
」
に
改
め
、
「
）
に
」
の
下
に
「
医
師
の
証
明
書
そ
の
他
の
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
理
由

に
該
当
す
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
」
を
加
え
、
「
受
け
る
ま
で
は
、
第

七
条
に
規
定
す
る
退
職
票
」
を
「
受
け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
退
職
票
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
受
給
資
格
証
を
」
の
下
に
「
添
え
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
に
規
定
す
る
申
出
は
、
」
を
「
の
申
出
は
、
当
該
申
出
に
係
る
者
が
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「

に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合

」
を
「
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
六
項
の
場
合
に
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
第
八
項

の
場
合
に
、
前
項
の
規
定
は
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
場
合
並
び
に
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け

る
第
一
項
の
申
出
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項

」
に
、
「
受
給
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
」
に
改
め
、
「
と
も
に
、
」
の
下

に
「
当
該
」
を
加
え
、
「
し
、
返
付
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
受
給
期
間
延
長
申
請
書
」
を
「
そ
の
者
が
提
出
し
た
受
給
期
間
延
長
等

申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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９　

第
一
項
の
申
出
は
、
代
理
人
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
は
、

そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
に
同
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

第
十
二
条
第
六
項
中
「
規
定
に
よ
る
受
給
資
格
証
及
び
受
給
期
間
延
長
通
知
書
の
」
を
削
り
、
「
台

帳
」
の
下
に
「
（
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
証
を

添
え
な
い
で
前
項
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
台
帳
）
」
を
加
え
、
「
所
定
の
」
を
「
必
要
な
」
に
、

「
記
入
の
う
え
」
を
「
記
載
し
た
上
」
に
、
「
、
受
給
資
格
証
及
び
受
給
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
、

提
出
を
受
け
た
書
類
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
受
給
期
間
延
長
通
知

書
」
を
「
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
に
規

定
す
る
申
出
」
を
「
の
申
出
」
に
、
「
受
給
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
」
に

、
「
す
る
と
と
も
に
」
を
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
（
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

受
給
資
格
証
を
添
え
な
い
で
同
項
の
申
出
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
知
事
は
」
に
改
め

、
「
又
は
退
職
票
」
を
削
り
、
「
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
に
天
災
そ
の

他
の
申
出
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
）

第
十
二
条
の
二　

条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
又
は
そ
の
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
三
十
日
を
経

過
す
る
日
が
、
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
第
二
十
条
第
一
項
を
適
用
し
た
場

合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
末

日
後
で
あ
る
も
の

　

二　

そ
の
事
業
に
つ
い
て
当
該
事
業
を
実
施
す
る
受
給
資
格
者
が
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

就
業
手
当
又
は
再
就
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
も
の

　

三　

そ
の
事
業
に
よ
り
当
該
事
業
を
実
施
す
る
受
給
資
格
者
が
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
事

が
認
め
た
も
の

　

（
条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

第
十
二
条
の
三　

条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
以
前
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し

、
当
該
退
職
の
日
後
に
当
該
事
業
に
専
念
す
る
職
員

　

二　

そ
の
他
事
業
を
開
始
し
た
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
た
職
員

　

（
支
給
の
期
間
の
特
例
の
申
出
）

第
十
二
条
の
四　

条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に

相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退

職
の
日
後
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は
前
条
に
規
定
す
る
職
員
が
知
事

に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
場
合
と
す
る
。

２　

前
項
の
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
に
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
条
例

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は

前
条
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
受
給
資
格

証
（
受
給
資
格
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
退
職
票
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

前
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
申
出
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
特
例
申
出
に
係

る
者
が
条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
日
又
は
当
該
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
二
箇
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
申
出
を

し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４　

知
事
は
、
特
例
申
出
を
し
た
者
が
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は
前
条
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、

そ
の
者
に
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
（
様
式
第
九
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

（
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
証
を
添

え
な
い
で
特
例
申
出
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
知
事
は
、
速
や
か
に
、
受
給
資
格
証

を
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
速
や
か
に
、
受
給
資
格

証
に
当
該
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
を
添
え
て
任
命
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

任
命
権
者
は
、
前
項
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
受
給
資
格
証
及
び
台
帳
（
第
八
項
の
規
定
に
よ
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り
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
証
を
添
え
な
い
で
前
項
の
提
出

を
受
け
た
と
き
は
、
台
帳
）
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
速
や
か
に
、
提
出
を
受
け
た
書
類
を

返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
受
給
期
間

延
長
等
通
知
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
提
出
を
受
け
た

受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

そ
の
者
が
提
出
し
た
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
の
記
載
内
容
に
重
大
な
変
更
が
あ
つ
た
場
合

　

二　

条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
場
合

８　

第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
場
合
に
、
第
十
二
条
第
三
項
及

び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
特
例
申
出
に
、
第
十
二
条
第
九
項
の
規

定
は
、
特
例
申
出
、
第
五
項
及
び
前
項
の
場
合
並
び
に
第
三
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
特
例
申

出
に
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
条
例
第
九
条
第
三
項
の
支
給
期
間
の
特
例
）

第
十
二
条
の
五　

条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
期
間
に
つ
い
て
の
特
例
は

、
同
項
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
期
間
（
当
該
実
施
期
間
の
日
数
が
四
年
か
ら
同
条
第
一
項
に
よ
り

算
定
さ
れ
る
支
給
期
間
の
日
数
を
除
い
た
日
数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
超
え
る
日
数
を
除
く

。
）
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
期
間
に
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
条
例
附
則
第
五
十
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）

７　

条
例
附
則
第
五
十
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

と
す
る
。

　

一　

条
例
附
則
第
五
十
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
者
の
他
の
職
へ
の
異
動
に

伴
つ
て
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
年
齢
を
超
え
る
者

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
者

　

様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第８号（第12条、第12条の４関係） 

受 給 期 間 延 長 等 申 請 書 

① 申 請 者 

氏 名  
受給資格証

番 号 
  

住 所 又 は 

居 所 
  

② 退 職 年 月 日       年     月     日 

③ この申請書を提

出する理由 

イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため 

ロ 事業を開始等したため 

 

 

具体的理由 

 

④ ③のイの理由が

疾病又は負傷の場

合 

傷病の名称   診療担当者   

⑤ 職業に就くこと

ができない期間又

は事業を実施する

期間 

    年   月   日から   年   月   日まで 

福岡県職員の退職手当に関する条例の施行に関する規則第12条第１項・第12条の４第

２項の規定により上記のとおり申請します。                     

       年  月  日 

       福岡県知事        殿 

申請者氏名            

※処理欄 延長期間    年  月  日から    年  月  日まで 

注意事項 

１ この申請は、知事に受給資格証（受給資格証の交付を受けていない場合は、退職票）

を添えて提出すること。 

２ ⑤欄の期間が３年を超えるときは、最大限３年間まで認められるものである。 

 ３ ※印欄には、記載しないこと。 
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様式第９号(第12条、第12条の４関係) 

受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 

申 請 者 氏 名  受 給 資 格 証 番 号  

申 請 受 理 年 月 日       年     月     日 

受給期間延長等の理由

イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため 

ロ 事業を開始等したため 

 

 

具体的理由 

 

職 業 に 就 く こ と が
で き な い 期 間 又 は
事業を実施する期間

  年   月   日から      年   月   日まで 

延 長 等 後 の

受給期間満了年月日
      年     月     日 

 福岡県職員の退職手当に関する条例の施行に関する規則第12条第５項・第12条の４第４

項の規定により上記のとおり受給期間を延長等する。 

      年  月  日 

福岡県知事        印 

 注意事項 

  1 この通知書は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必要なものであるか

ら、大切に保管すること。 

  2 受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつたとき(例えば、申請書を提

出する理由や期間に変更があつたとき)には、速やかにその旨を申し出るとともに、

この通知書を提出すること。 

  3 受給期間延長等の理由がやんだときは、速やかにその旨を届け出るとともに、受給

資格証（受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票）に添えてこの通知書

を提出すること。 
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様
式
第
十
二
号
（
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１２号(第16条関係) 

(表) 

公 共 職 業 訓 練 等 受 講 届 

①  受給資

格者に関

する事項 

氏  名   受給資格証番号   

住所又は 

居 所 

  

                    

②  公共職

業訓練等

に関する

事項 

(1)種 類 

１ 公共

職業訓

練 

２ 雇用保

険法第63

条第１項

第３号の

講習及び

訓練 

３ 障害者の

雇用の促進

等に関する

法律第13条

の適応訓練 

４ 高年齢者

等の雇用の

安定等に関

する法律第

25条第１項

の計画に準

拠した同項

第３号に掲

げる訓練 

５ 雇用保険法第

６条第５号に規

定する船員の職

業能力の開発及

び向上に資する

訓練又は講習と

して厚生労働大

臣が定めるもの 

６ 職業訓練の

実施等による

特定求職者の

就職の支援に

関する法律第

４条第２項に

規定する認定

職業訓練 

(2)職 種 
  

(3) 期 間 
  (4) 昼夜間 

の別 
昼間・夜間 

(5) 受講開始 

年 月 日 
年 月 日 

(6) 終了予定 

年 月 日 
年 月 日 

 この欄の記載事実に誤りのないことを証明する。 

      年  月  日 

(公共職業訓練等の施設の長の職 氏名)        

③  寄宿に

関する事

項 

(1) 寄宿の事実 有・無 (2) 寄宿開始年月日 年  月  日 

(3) 寄宿前の住 

所又は居所 

 

  

 

家
族
の
状
況 

氏  名 

受給資

格者と

の続柄 

年 齢 職 業 
同居・別居 

の別    

別居している者 

の住所又は居所 

    歳 有・無 同居・別居   

    歳 有・無 同居・別居   

    歳 有・無 同居・別居   

    歳 有・無 同居・別居   

    歳 有・無 同居・別居   

    歳 有・無 同居・別居   

    歳 有・無 同居・別居   

④  公共職業訓練等の受講を指示した

公共職業安定所名 

  

 福岡県職員の退職手当に関する条例の施行に関する規則第16条第１項の規定により上記のと

おり届けます。 

      年  月  日 

 任命権者  殿 

受給資格者氏名             

※処理欄 

基本手当 寄宿手当 証明認定 

      

 

(4)
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
及
び

第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
八
号
、
様
式

第
九
号
及
び
様
式
第
十
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、

令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
に
福
岡

県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
九
条
第
三
項

に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は
新
規
則
第
十
二
条
の
三
各
号
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す

る
に
至
っ
た
者
に
対
す
る
新
規
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

条
例
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
日
又
は
当
該
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
」
と
あ

る
の
は
、
「
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
令
和
五
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定

の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

４　

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際
、
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い

る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の

様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
新
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

福
岡
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
懲
戒
免
職
の
処
分
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
ハ
を
ニ

と
し
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
八
条
の
二
」
を
「
第
二
十
八
条
の
六
」
に
、
「
第
二
十
八
条
の
三
」
を
「

第
二
十
八
条
の
七
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第

五
項
に
規
定
す
る
旧
地
方
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ

れ
た
期
限
の
到
来
に
よ
り
退
職
し
た
場
合

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

令
和
五
年
二
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

　

一　

法　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
を
い
う
。

　

二　

県
職
員
給
与
条
例　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四

　
　

十
一
号
）
を
い
う
。

　

三　

警
察
職
員
給
与
条
例　

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条

例
第
五
十
号
）
を
い
う
。

　

四　

学
校
職
員
給
与
条
例　

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡

県
条
例
第
五
十
一
号
）
を
い
う
。
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五　

給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例

付
則
第
三
十
四
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
を
い
う
。

　

六　

給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則

第
三
十
六
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
七
項
を
い
う
。

　

七　

給
与
条
例
付
則
第
四
十
二
項
等　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
二
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例

付
則
第
四
十
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
九
項
を
い
う
。

　

八　

給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例

付
則
第
四
十
一
項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
を
い
う
。

　

九　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料　

給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
、
給

与
条
例
付
則
第
四
十
二
項
等
及
び
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
並
び
に
警
察
職
員
給
与
条
例
付

則
第
三
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
い
う
。

　

十　

管
理
監
督
職　

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
一
号

。
以
下
「
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
規
定
す
る
職
を
い
う
。

　

十
一　

異
動
期
間　

定
年
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
項
又
は
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
い
う
。

　

十
二　

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員　

法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等

（
以
下
「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
給
与
条
例
付
則
第
四

　
　

十
項
等
に
規
定
す
る
異
動
日
（
以
下
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
第
一
項
特
例
任

用
職
員
（
定
年
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
さ
れ
た
管
理

監
督
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
（
同
条
第
三
項
又

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
っ
た
も
の
を
い
う
。

　

十
三　

特
定
日　

給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
に
規
定
す
る
特
定
日
を
い
う
。

　

十
四　

降
格　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
降
格
の
う
ち
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
伴
う
も
の
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

　

十
五　

初
任
給
基
準
異
動　

県
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
一

項
及
び
学
校
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
の
給
料
表
（
以
下
「
給
料
表
」
と
い
う
。
）
の
適
用

を
異
に
し
な
い
初
任
給
規
則
別
表
第
二
十
か
ら
別
表
第
三
十
ま
で
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
（
第

六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ

る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
を
い
う
。

　

十
六　

給
料
表
異
動　

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
い
う
。

　

十
七　

上
限
額　

県
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
二
項
、
警
察
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
二
項
及
び
学

校
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号

給
の
給
料
月
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第

十
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
」
と
い
う
。
）

を
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
料
月
額
に
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
十
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
職

員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
額
）
）
を
い
う
。

　

十
八　

そ
の
者
の
号
給
等　

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
並
び
に
そ
の
職
務
の
級
及
び
号
給
を

い
う
。

　

（
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
職
員
）

第
三
条　

給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と

す
る
。

　

一　

他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
職
員

イ　

異
動
日
以
後
に
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
職
員

ロ　

異
動
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た
職
員

　
　

ハ　

異
動
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
異
動
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤

務
等
を
開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
を
除
く
。
）

　
　

ニ　

異
動
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員

会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

　

二　

異
動
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
（

給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ
り

当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
が
増
額
又
は
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
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を
さ
れ
た
職
員

２　

警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職

員
と
す
る
。

　

一　

特
定
任
命
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
任
命
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
職
員

　
　

イ　

特
定
任
命
を
さ
れ
た
日
（
以
下
「
任
命
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た

職
員

　
　

ロ　

任
命
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た
職
員

　
　

ハ　

任
命
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
任
命
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を

開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
を
除
く
。
）

　
　

ニ　

任
命
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員

会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

　

二　

任
命
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た

職
員

　

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
付
則
第
四
十
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
給

料
の
支
給
）

第
四
条　

他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

と
な
り
、
特
定
日
に
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額

（
特
定
日
後
に
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
特
定

日
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
特
定
日
に
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八

項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（

第
三
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り

上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
四
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と

な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
は
、
特
定
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と

な
っ
た
日
以
後
、
第
四
条
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与

条
例
付
則
第
四
十
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

一　

異
動
日
以
後
に
給
料
表
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
（
以
下
「
給
料
表
異
動
等
」
と
い
う
。
）

を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）　

異
動
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が

あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
（
給
料
表
異
動
等
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
日
に
そ

れ
ら
の
給
料
表
異
動
等
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
に
同
日
に
お
い
て
当
該
職
員
が
受
け

る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

　

二　

異
動
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

異
動
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
か
ら
、
当
該
降
格
を
し
た
日
に
当
該
降
格

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
と

当
該
降
格
後
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
と
の
差
額
（
降
格
を
二
回
以
上
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
差
額
を
合
算
し
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
に
百
分

の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

　

三　

異
動
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
異
動
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務

等
を
開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
を
除
く
。
）　

次
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

　
　

イ　

特
定
日
以
後
に
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員　

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の

号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

　
　

ロ　

イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月

額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

　

四　

異
動
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員
会

の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員　

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

　

五　

異
動
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を

さ
れ
た
職
員　

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
特
定
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額

欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計

額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
条
基
礎
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給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料

月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３　

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
っ
て
同
項
第
五
号
に
掲
げ

る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
は
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
る
第
四
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ

い
て
特
定
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
前
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会

の
定
め
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
付
則
第
四
十
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給

）
第
五
条　

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
（
定
年
条
例
第
九
条
の
規
定
に

よ
る
異
動
期
間
の
延
長
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
異
動
期
間
の
末
日
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
異
動
日
に
給
与
条
例

付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
異

動
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮

定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料

月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す

る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
五
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員

（
次
条
第
一
項
各
号
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
異
動
日
以
後
、

　

第
五
条
基
礎
給
料
月
額
と
異
動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十

　

二
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計

額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
五
条
基
礎

給
料
月
額
と
異
動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料

月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

第
六
条　

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
り
、
異
動
日
に
給
与
条
例
付
則
第

三
十
八
項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
異
動
日
後
に
第
一
号
、
第
三
号
又
は

第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
異
動
日
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
な
っ

た
も
の
と
し
た
場
合
に
異
動
日
に
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け

る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
異
動
日
給
料
月
額
」
と
い
う

。
）
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以

上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

第
六
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以
上

の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除

く
。
）
に
は
、
異
動
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
、
第
六
条
基
礎
給
料
月

額
と
異
動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
二
項
等
の
規
定
に
よ

る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

一　

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。　

）　

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前
日
ま

で
当
該
給
料
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の

定
め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
（
給
料
表
異
動
等
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
給
料
表
異
動
等
が
順
次
あ
り
、
同
日

か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で
こ
れ
ら
の
給
料
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
及
び
初
任
給

基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の
定
め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
）
の
同
日
の

そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
（
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
仮
定
異

動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月

額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す

る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

　

二　

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
異
動
日
ま
で
の
間
に
降
格
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）　

異
動
日

の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日

の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月



令和５年２月14日　火曜日49 第373号 増刊①

額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
か
ら
、
当
該
降
格
を
し
た

日
に
当
該
降
格
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に

相
当
す
る
額
と
当
該
降
格
後
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
と
の
差
額
（
降
格
を
二

回
以
上
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
差
額
を
合
算
し
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
減

じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

　

三　

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員　

次
に
掲
げ
る
職
員
の

区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

　
　

イ　

異
動
日
以
後
に
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員　

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の

号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の　

間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）

　
　

ロ　

イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月

額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対

応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給

料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

　

四　

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は

人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員　

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

　

五　

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は

減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員　

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
異
動
日
の
給
料
表

の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で

の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
異
動
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
に

、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計

額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
条
基
礎

給
料
月
額
と
異
動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料

月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３　

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
同
項
第
五
号
に
掲

げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
は
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
、
当
該
職
員
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
る
第
六
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に

つ
い
て
異
動
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る

。
４　

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
前
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会

の
定
め
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

（
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る

給
料
の
支
給
）

第
七
条　

降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
他
の
職
へ

の
転
任
に
伴
う
給
料
表
異
動
の
う
ち
、
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料
表
異

動
の
前
日
に
給
料
表
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級

と
な
る
場
合
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
職
員
（
第
一
項

特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
か
ら
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
（
当
該
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を

し
た
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
給
与
条
例
付
則

第
三
十
八
項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日

給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
に
降
任
等
相
当
転
任
日
に
お
い
て
適
用
さ

れ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に

相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ

た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
七
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る

職
員
に
は
、
特
定
日
以
後
、
第
七
条
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
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額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
条
基
礎

給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料

月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３　

降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減

額
改
定
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
る
第
七
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
特
定
日
の
給
料
表
の

給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

職
員
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め

る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一　

降
任
等
相
当
転
任
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

二　

降
任
等
相
当
転
任
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た
職
員

　

三　

降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
降
任
等
相
当
転
任
日

以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職

員
を
除
く
。
）

　

四　

降
任
等
相
当
転
任
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は

人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

第
八
条　

第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
か
ら
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た

職
員
で
あ
っ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第

四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
降
任
等
相
当
転
任
日
に
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八

項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
転
任
日
給
料
月
額

」
と
い
う
。
）
が
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
に
降
任
等
相
当
転
任
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
た
場
合
の
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応

す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
の
適
用
を
受
け
、
同

日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
ま
で
当
該
給
料
表
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た

場
合
に
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の

号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も

多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の

端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
八
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達

し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
降
任
等
相
当
転
任
日
以
後
、
第
八
条
基
礎
給
料
月
額
と
転
任
日
給

料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て

支
給
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計

額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
八
条
基
礎

給
料
月
額
と
転
任
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料

月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３　

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額

改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
八
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
降
任
等

相
当
転
任
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
か
ら
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員

で
あ
っ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、

給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は

、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等

の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

一　

降
任
等
相
当
転
任
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

　

二　

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
ま
で
の
間
に
降
格
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も

の
を
除
く
。
）
を
し
た
職
員

　

三　

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

　

四　

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は

人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

　

（
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支

給
）

第
九
条　

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
（
第
三
項
特
例
任
用
職
員
の
う
ち
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
、
降
格
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
職
員
又
は
給
料
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表
異
動
に
よ
り
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料
表
異
動
の
前
日
に
給
料
表
異

動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
と
な
っ
た
職
員
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
例
任
用
期
間
降

格
等
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給

料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
降
格
等
相
当
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
九
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員

に
は
、
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他

の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
第
九
条
基
礎
給
料
月
額
と
降
格

等
相
当
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る

給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

一　

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員　

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
前
日
の
そ
の

者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等

職
員
と
な
っ
た
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ

り
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

　

二　

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
給
料
表
異
動
（
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該

給
料
表
異
動
の
前
日
に
給
料
表
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位

の
職
務
の
級
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
職
員　

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日

の
前
日
に
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
へ
の
給
料
表
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ

た
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日

の
前
日
に
当
該
給
料
表
異
動
が
あ
り
、
同
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
前

日
ま
で
当
該
給
料
表
異
動
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と

し
た
場
合
に
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
前

々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た

額

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計

額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
条
基
礎

給
料
月
額
と
降
格
等
相
当
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３　

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
ま
で
の
間
の
給
料
表

の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
九
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
給

料
月
額
に
つ
い
て
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給

料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
か
ら
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
他
の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
人
事
委
員
会
の
定
め

る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

一　

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
他
の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
初
任
給
規
則
第
二
条
第

二
号
に
規
定
す
る
昇
格
を
し
た
職
員

　

二　

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
に
給
料
表
異
動
等
（
給
料
表
異
動
の
う
ち
、
当

該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料
表
異
動
の
前
日
に
給
料
表
異
動
が
あ
っ
た
も

の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
と
な
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
を

し
た
職
員

　

三　

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
ま
で
の
間
に
降
格
（
人
事

委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
職
員

　

四　

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

　

五　

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は

人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

　

（
人
事
交
流
等
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）
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第
十
条　

初
任
給
規
則
第
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
管
理
監
督

職
以
外
の
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い

日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
に
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
異
動
日
と
み
な
さ

れ
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
み
な
し
異
動
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
人
事
交

流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職

員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受

け
る
給
料
月
額
（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
が
六
十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月

一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
定
特
定
日
」
と
い
う
。
）
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
に

職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
仮
定
特

定
日
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
み
な
し
異
動
日
の
前
日
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
当

該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該

額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
十
条
基
礎
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
（
特
定
日

前
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
日
）
以
後
、
第
十
条
基
礎
給
料
月
額
と
特

定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料

と
し
て
支
給
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計

額
が
上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十
条
基
礎

給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料

月
額
と
の
差
額
」
と
す
る
。

３　

給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
み
な
し
異
動
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
（
人
事
交

流
等
職
員
と
な
っ
た
日
が
仮
定
特
定
日
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
改
定
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
人
事
交
流
等
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
十
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規

定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
特
定
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
み
な
し
異
動
日
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日

か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事

委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
給
与
条
例
付
則
第
四
十
三
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

　

一　

か
つ
て
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
で
、
人

事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
初
任
給
規
則
第
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り
引
き
続
い
て
人

事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二　

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

三　

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
を
し
た
職
員

　

四　

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
（
特
定
日
前
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

特
定
日
）
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

　

五　

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た

職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
十
一
条　

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則

の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の

他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
雑
則
）

第
十
二
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
四
十
項
等
の
規
定
に
よ
る

給
料
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




